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宮崎県告示第 137号の２

家畜伝染病の家畜等の移動の制限の変更（平成23年宮崎県告示第

113号の３）を次のとおり変更する。

平成23年２月26日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 移動を制限する家畜の種類

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥

並びにそれらの死体

２ 移動を制限する物品

病原体をひろげるおそれのある物品

３ 移動を制限する区域

 宮崎市大字堤内の一部（川除）、大字吉野の一部（樋ノ口）

、高岡町飯田、高岡町高浜、高岡町五町、高岡町小山田、高岡

町花見の一部（粟野、奥畑、屋敷、下原、下三蔵、橋山、後田

、荒平、高尾、黒谷、笹川、山頭、紙屋造、祝松、小谷、松ヶ

迫、上三蔵、上水流、新川、深田、仁反田、西ノ原、川原、川

畑、大原、丹後堀、池ノ内、池田、竹内、中山、中水流、中渡

、長迫、内中山、二ツ塚、入野、八反、飛渡、野中及び蕨野）

、高岡町浦之名の一部（小田元、川水流、小崎、坂ノ下、赤松

、松原、中水流、永田、寺田、小坂元、横松、小竹原、古宮田

、小川路、大谷、六反田、迫、中川原、法ヶ代、立矢、一敷、

土橋、山下、大堀、川谷、岩下、宇都、高野原、後迫、赤穂突

、柿木田、鵜木、野間口、松木田、橋上、味噌桶、橋ノ上、山

田、法花免、熊越、大坪、保良、坂ノ上、中ノ段、上原、松ノ

元、下原、橋ノ口、狩野、浜鈴、上水流、宮ノ下、越ヶ迫、赤

谷、川口、上ノ園、古川及び面早流）、高岡町下倉永の一部（

学頭及び池内）及び高岡町上倉永の一部（寺迫、川内及び鬼川

内）

 国富町大字嵐田の一部（榎瀬、中須及び川向を除く。）、大

字田尻の一部（白岩、宝坂水流、下水流及び岩摺を除く。）、

大字向高の一部（政所及び川久保を除く。）及び大字森永の一

部（大迫、中水流、道免、上水流、高丸、古川、六反所、八計

代、杉木水流及び蔵源寺）

 綾町大字入野の一部（大明神、尾亀原、下原、白畑、向尾原

、尾原、八重ヶ迫、池尻、畑前、牛ヶ谷、ノリコエ、久保田、

浜弓場、山田ヶ迫、竹脇、高尾、大丸、古園及び梶ヶ迫）及び

大字南俣の一部（萩ノ窪、大平山、なはへぎ及び小平谷）




